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今号の内容

特集 ブリックス報告
 [資料]核兵器に関する勧告の全訳

在韓米軍基地の環境汚染
北朝鮮のミサイル発射に思う

【連載】「被爆地の一角から」（１１）　土山秀夫

核廃絶と不拡散へ、
公正原則を厳格に貫く

　ブッシュ政権によって多国間の平和・軍縮努力に逆風が吹く中で、スウェー
デン政府のイニシャチブによって０３年末に大量破壊兵器委員会（ハンス・ブリッ
クス委員長）が設立された。去る６月１日、２年半に及ぶこの委員会による研究の
成果として報告書「恐怖の兵器－－世界を核・生物・化学兵器から解放する」
が発表された。報告書は、大量破壊兵器（ＷＭＤ）のなかでも核兵器に重点を
置いている。報告書は現実的な解決策を提示するという立場をとっている。に
もかかわらず、「ＷＭＤは誰の手にあっても危険だ」という言葉に象徴されるよう
に、厳格な公正原則を堅持しており、説得力のある報告書となっている。本誌に
おいては、核兵器に関する部分を中心に解説する。
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大量破壊兵器委員会
　大量破壊兵器委員会（しばしば委員長の名前を
とってブリックス委員会と呼ばれる）が形成された直
接的な動機は、ブッシュ政権が国連イラク査察団
（ＵＮＭＯＶＩＣ）の活動を否定して侵略戦争という手
段に走ってイラクのＷＭＤ計画を潰そうとしたことへ
の批判と、批判するだけではなくＷＭＤの危険除去
への積極的な国際協力の方向を提案すべきだとい
う認識であった。当時のダナパラ国連事務次長（軍
縮担当）やスウェーデンの故リンド外相の熱意が、Ｕ
ＮＭＯＶＩＣ委員長であったブリックスを起用した委
員会の設立をもたらせた。
　２ページの囲み記事に簡単な経緯と委員会の構
成をまとめた。
　１４人の委員は、核兵器国、事実上の核兵器国、核

技術保有国、緊張地域の国などから選ばれている専門家
である。米国からはペリー元国防長官（現スタンフォード大
学教授）が参加した。日本からは、西原正（まさし）元防衛
大学校長（現平和・安全保障研究所理事長）が委員と
なっている。当初、委員のなかに西原正氏の名前を見たと
き、筆者は委員会の人選に疑念を禁じ得なかった。西原
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「核兵器の非合法化
を目指せ」
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大量破壊兵器委員会（ＷＭＤＣ）
（委員長の名をとって「ブリックス委員会」とも呼ぶ）

経緯
　２００３年９月１１日に暗殺されたスウェーデンのアンナ・リンド外
相が、当時のジャヤンタ・ダナパラ国連事務次長（軍縮担当）の
提案を受けて設立。スウェーデン政府がハンス・ブリックス元国
連イラク査察団（ＵＮＭＯＶＩＣ）委員長を委員長に向かえ、ブリッ
クス委員長のもとに０３年１２月１６日に全委員が選定された。０４年
１月に第１回会議をストックホルム（スウェーデン）で開催して以
来、ウィーン（オーストリア）、バンクーバー（カナダ）、カイロ（エジ
プト）、ニューデリー（インド）、ジュネーブ（スイス）などで１０回（第
１０回会議は０６年３月）の会議を開催した。最終報告書「恐怖の兵
器」は０６年６月１日に出版された。

運営
　財政的にはスウェーデン政府が主要に支援したが、あくまでも
独立委員会。ブリックス委員長も個人資格の委員長である。事務
局はストックホルムに置かれ、委員長の指示の下に動いた。事務
局長はヘンリック・サランダー元スウェーデン軍縮大使。

委員
ハンス・ブリックス：ＩＡＥＡ事務局長を経て元国連イラク査察団
委員長。スウェーデン。（委員長）
デウィ・フォルツナ・アンワール：インドネシア科学研究所「社会
科学と人間」副部長。

アレクセイ・Ｇ・アルバトフ：ロシア科学アカデミー通信委員、世
界経済・国際関係研究所（ＩＭＥＭＯ）国際安全保障センター
所長。
マルコス・ド・アザンブジャ：元ブラジル国連代表部大使、ジュ
ネーブ軍縮大使。
アリソン・Ｊ・Ｋ・バイレス：ストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲ
Ｉ）所長。
ジャヤンタ・ダナパラ：元国連事務次長。１９９５年ＮＰＴ再検討延
長会議議長。スリランカ。
ギャレス・エバンス：ブラッセルの国際危機グループ代表。元
オーストラリア上院議員、外務大臣。
パトリシア・ルイス：国連軍縮研究所（ＵＮＩＤＩＲ）所長。元検証技
術情報センター（ＶＥＲＴＩＣ）所長。カナダ。
西原正（まさし）：平和・安全保障研究所理事長。前防衛大学
校長。

ウィリアム・Ｊ・ペリー：元米国国防長官。スタンフォード大学教
授。
バサンタ・ラガバン：デリー・ポリシー・グループ理事長。安全保
障分析センター（チェンナイ）所長。
チェイク・シラ：ブルキナ・ファソ駐在セネガル大使。国連イラク
査察団（ＵＮＭＯＶＩＣ）委員。
皇太子エル・ハッサン・ビン・タラル：アラブ思想フォーラム議
長。ローマクラブ代表。ヨルダン。
パン・ツェンキャン：国際研究及び科学変革中国財団副会長。
元中国国防大学戦略研究所長。

氏は「米国は北朝鮮に安全の保証を与えてはならない。米
国の核抑止力がなければ日本が核武装する」と警告する
記事を０３年８月に「ワシントン・ポスト」紙に書いたばかりで
あったからである。この主張は、明らかに報告書の主張と
異なっている。本報告書は、勧告にあるように、「安全の保
証」や「核兵器以外の抑止に核兵器を用いないことを含む
第一使用や先制使用の禁止」を重視しているからである。
西原氏が、現在報告書のような立場に変わったとすれば、
心から歓迎したい。

すばらしい原則
　報告書「恐怖の兵器－－世界を核・生物・化学兵器から
解放する」（以下、単に「報告書」）の全文（英語）は、次のＵ
ＲＬで読むことができる。
　http://www.wmdcommission.org
　核兵器についての議論に入る前に、報告書が考えを発
展させたり、勧告をまとめるに当たって考慮した基本的指
針について述べておきたい。これは、報告書を価値あるも
のにさせている大切な前提となっている。報告書は次の５
つの指針を掲げている。

◆バランス、公正、普遍－－委員会は、ＷＭＤは誰の手に
あっても本来的に危険であると考える。追いつめられた政
府やテロ集団の保有がとりわけ危険であるが、それに限ら
ない。この立場を基本として、事実に基づいた公正な分析
を行い、関係者すべてに問題解決の責任を求める。
（筆者のコメント）この立場は、北朝鮮やならず者の手
にＷＭＤがあることのみに危機感を煽る米国や日本政
府の考え方ではない原理に立つことを意味している。

◆削減と廃棄の追求－－ＷＭＤの（生産、配備から処分、破
壊に至るまで）ライフ・サイクルのあらゆる段階の手段を通
して、ＷＭＤの削減と廃棄が追求されなければならない。
（筆者のコメント）たとえば、条約交渉の次の日程に上る
と考えられる兵器用核分裂性物質の生産禁止条約（Ｆ
ＭＣＴ、カットオフ条約）を考える場合、今後の生産禁止
を主テーマとしながらも、現存物質の「削減と廃棄」を念
頭に置くべきだということになるであろう。深い思慮を
もって作られている指針である。

◆核兵器の非合法化は妥協できない目標－－「核兵器を
非合法化すると言う目標に妥協があってはならない」と委
員会は断言する。核不拡散条約（ＮＰＴ）が発効したとき、こ
の目標は法的拘束力を持つ国際公約となったと委員会は
考える。核軍縮のすべての措置は、絶えずこの目標に照ら
しながら検討されなければならない。
（筆者のコメント）非合法化（outlawing)という言葉は、
国際法によって禁止することを意味する。この言葉は
「核兵器は非人道兵器である」という考えに裏打ちされ
ている。日本政府に言わせてみたい原則である。

◆過去の成果の実行－－化学兵器禁止条約の実現に２０
年、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の実現に４０年を要し
ている。これらを確実に実行することは、今も重要な課題で
ある以上、躊躇せずにこれらを支持する。
（筆者のコメント）米国が過去の決定をひっくり返してＣ
ＴＢＴに反対し、いくつかの発効要件国がＣＴＢＴに批准
しそうにない状況に対して、ＣＴＢＴの現実性を疑う動き
が出かねない。それに対して報告書は、揺るがぬ信念
を持って「いいものは大切にする」という立場を表明し
た。委員会は、学者や研究者にありがちな「新しがり」で
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はなく、誠実な実務家の姿勢を示した。
◆全員の課題－－ＷＭＤ克服の課題は、政府や国際機関
だけの問題ではなく、研究グループ、ＮＧＯ、市民社会、企
業、メディア、一般市民すべての共通の課題である。誰もが
解決のために貢献する役割があり義務がある。
（筆者のコメント）ＷＭＤ克服はすべての市民の課題で
あるというスタンスを表明している。この姿勢は、「バラ
ンス、公正、普遍」をモットーとした姿勢と密接に関係し
ている。大国におもねたり、特定の政府の影響を感じさ
せたりする報告書は、地球的な市民参加を促す資格を
欠くことになるからである。

誰の核兵器もよくない
　報告書は、核兵器、生物兵器、化学兵器、運搬手段・宇
宙兵器を論じているが、核兵器に関してもっとも多くのペー
ジを割いている。横断的問題として、報告書は輸出管理の
問題や検証問題も扱っている。全体で６０項目の勧告を
行っているが、その内の第１から第３０までの３０項目が核兵
器に関する勧告である。資料として核兵器に関する勧告の
全文を訳出した（４～５ページ）。
　報告書の核兵器に関する章の冒頭部分には、しばしば
引用されそうな明言がある。まず、それらを訳出しておこう。
　「どこかの国が核兵器を持っている限り、他の国が持
とうとするであろう。核兵器が存在する限り、計画的にし
ろ事故であるにしろ、いつかは使われる危険がある。使
われたならば破滅である。」
　「核兵器を保有している者によっては脅威とならない
場合もあれば、世界を死の危険に曝す場合もあるかの
ような考え方を委員会は拒否する。核兵器を持つ政府
は責任ある行動をとることもあれば無謀な行動をとるこ
ともある。政府は時が経てば交替する。」

　報告書は、核兵器に関する課題は３種類あるとしている。

①現存する核兵器の問題、②核兵器拡散の問題、③核兵
器とテロの問題である。報告書は、この３つの問題のすべ
てが同様に重要であり、最前線における取り組みが要求さ
れているとして、具体的勧告を行っている。
　以下では、日本の市民に関心の深い問題をいくつかと
りあげて考察する。

◆ＮＰＴの重要性の再確認
　本誌でも取り上げてきた米印原子力協力の動きは、ＮＰ
Ｔの原則を曲げようとするものであった。日本でも「ＮＰＴ至
上主義」「ＮＰＴ原理主義」というようなＮＰＴ原則を揶揄す
る言動が現れている。しかし、核兵器の廃絶と不拡散のた
めに人類が蓄積してきた合意の基礎にＮＰＴ条約があるこ
とを、報告書は明確に再確認した。その意義は大きい。
　そのために、勧告２では、１９９５年のＮＰＴ無期限延長の
条件となった「原則と目的」の決定や中東決議の実行、さ
らには２０００年合意の核軍縮に関する「１３項目の実際的措
置」の推進を要求している。名指しこそしていないが、米
国ブッシュ政権がこれらを無視しようとする態度を、米民
主党の元国防長官も含めて批判したと言えるであろう。
　ＮＰＴに常設事務局を置くべきだという意見（勧告４）は、
カナダやアイルランドが提案してきたことである。真剣に検
討すべき提案である。

◆米国とロシアの責任
　核軍縮を進めるためには、桁違いに多数の核兵器を保
有しており、廃棄すべき核弾頭や核分裂物質も多く持って
いる米国とロシアの責任が大きい。この当然の結論を、報
告書はいくつかの勧告において指摘している。
　まず注目すべきことは、勧告１８である。ここでは「作戦配
備の戦略核兵器の核弾頭数を２０１２年までに１７００～２２００
に削減」という現在のモスクワ条約の目標に関して、少な

⇒６ページへ

　７月５日、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）は、長距離
弾道ミサイル「テポドン２号」を含む７発のミサイルを日本海
に向けて発射した。
　再三にわたり自制を求めた国際社会の声を無視した実
験強行は、厳しく非難されるべきである。北朝鮮は、「東北ア
ジア地域の永続的な平和と安定のための共同の努力」を
誓約した、第４回６か国協議共同声明（０５年９月）に立ち返
り、平和的解決に向けた外交努力のテーブルに戻る努力を
行わなければならない。
　しかし、北朝鮮が非難されることは当然としても、脅威感
覚のみをあおる論調が日本に満ちていることを見過ごす
わけにはいかない。北朝鮮のミサイル基地に対する「先制
攻撃の正当性」に関する言及が政府高官から公然となさ
れるという異常な事態に対し、周辺国家からは強い反発が

巻き起こっている。ミサイルにはミサイルを、という威嚇のサ
イクルからは、地域の平和と安定は生み出されない。
　しかも、このミサイル発射に呼応するかのように、ミサイ
ル防衛（ＭＤ）に関する日米の協力体制が強力に進展しよ
うとしている。思い出されるのは、日米両政府によるＭＤ共
同技術研究の加速が、１９９８年のいわゆる「テポドン・ショッ
ク」を｢追い風｣にして強行されたことである。
　繰り返そう。ミサイル危機を克服する唯一の道は、東北
アジアにおける協調的安全保障体制の構築である。ピー
スデポの報告書「市民社会が構想する北東アジア安全保
障の枠組み」を、今、あらためて読んでほしい。(中村桂子）

（www.peacedepot.org/theme/toyota/
toppage.htmlに掲載）

北朝鮮
ミサイル発射に思う

扇動ではなく、冷静さと
協調的安保への努力によって、
克服されるべき危機
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核兵器の拡散防止

勧告１
　すべてのＮＰＴ締約国は、条約で約束し１
９９５年の無期限延長の際に再確認した、原
則的かつバランスのとれた不拡散と軍縮に
対する誓約に立ち返る必要がある。

勧告２
　すべてのＮＰＴ締約国は、不拡散と軍縮の
「原則と目的」に関する決定、ＮＰＴ再検討プ
ロセスの強化に関する決定、及び中東を核
その他すべての大量破壊兵器のない地帯
とする中東決議を履行しなければならない。
これらはすべて１９９５年に採択された。また、
２０００年に採択された核軍縮のための「１３項
目の実際的措置」の履行を推進しなければ
ならない。

勧告３
　不拡散体制の有効性を高めるために、す
べてのＮＰＴ非核兵器締約国はＩＡＥＡ追加
議定書で強化された包括的保障措置を受
け入れるべきである。

勧告４
　ＮＰＴ締約国は締約国のために管理事務
を扱う常設事務局を設立すべきである。この
常設事務局が条約再検討会議及び準備委
員会を組織すべきである。また、締約国の過
半数の要請があれば、常設事務局がその他
の条約関連の会議も組織すべきである。

勧告５
　北朝鮮との交渉においては、北朝鮮によ
るＮＰＴ遵守の明示と１９９７年追加議定書の
受諾、さらに１９９２年の朝鮮半島非核化共同
宣言における誓約への復帰と法的確認を主
たる要素として含んだ形で検証可能な合意
を目指すべきである。注目すべきことに、非
核化共同宣言は、北朝鮮・韓国双方に核兵
器およびウラン濃縮・再処理施設の保有を
禁じている。燃料サイクル・サービスは、国際
的な取り決めによって保証されるべきであ
る。合意は、生物・化学兵器およびＣＴＢＴ（包
括的核実験禁止条約）についても言及すべ
きである。これをもって朝鮮半島を非大量破
壊兵器地帯とすることが可能となる。

勧告６
　イランに関しては、緊張拡大を避け、中東
非大量破壊兵器地帯設立という共通の目
的に向けた展望を高めるために、機微な燃
料サイクル関連活動を全て一時停止し、１９９

７年追加議定書を批准し、ＩＡＥＡへの全面的
協力を再開するよう促すための交渉が継続
されるべきである。国際社会とイランは、次を
含む措置を介して相互信頼を築かなければ
ならない。（１）燃料サイクル・サービスの供給
に関する信頼性のある保証、（２）すべての中
東諸国による機微な燃料サイクル活動の長
期にわたる停止または放棄、（３）体制変化を
ねらった攻撃や転覆行為を行わない保証、
（４）国際貿易と投資の促進。

勧告７
　ＮＰＴ締約核兵器国は、非核兵器国に対
し、法的拘束力のある消極的安全保証を供
与しなければならない。ＮＰＴ非締約国であ
る核保有国は、それとは別に、同じ保証を供
与しなければならない。。

勧告８
　各国は、核燃料サイクルに関連した拡散
の危険を軽減するためのさまざまな方法を
模索する協議の場として、ＩＡＥＡを積極活用
すべきである。例として、国際燃料バンクの
提案や、国際的な保障措置下で使用済み
燃料の貯蔵などの燃料サイクル事業を提供
する地域センターの提案、また、いくつかの
「燃料サイクル国家」が濃縮・再処理活動を
止めた国家に核燃料を貸与するという概念
に基づく燃料サイクル体制の創設に関する
提案が挙げられる。

勧告９
　各国は、現時点で高濃縮ウランを必要とし
ている艦船や研究炉において、低濃縮ウラ
ンの使用を進めていかなければならない。高
濃縮ウランの製造は段階的に縮小されるべ
きである。使用済み核燃料の再処理によりプ
ルトニウム分離を行っている国家はその活
動を縮小していく可能性を追求しなければ
ならない。

勧告１０
　すべての国家は、地球規模で核分裂性物
質を一掃する取り組みの推進に向けた国際
的なイニシアチブを支持しなければならな
い。このような支持には、研究炉を高濃縮か
ら低濃縮ウランの使用に転換することや、核
分裂性物質を中央管理された安全な場所
に保管すること、輸出した核物質を安全に処
分・廃棄するために供給者に返却することな
どが含まれるべきである。

勧告１１
　ＮＰＴ締約核兵器国でまだこれを実行して

いない国 は々、地域的な非核兵器地帯を創
設する条約の議定書を批准すべきである。
こうした地帯内にあるすべての国家は、ＩＡＥ
Ａとの間で包括的保障措置協定を締結し、
追加議定書の批准と履行に合意しなければ
ならない。

勧告１２
　すべての国家は、全面的な和平プロセス
の一環として、中東非大量破壊兵器地帯の
設立に向けた継続努力を支持すべきであ
る。現段階においても措置を講じることは可
能である。信頼醸成措置として、イランやイ
スラエルを含む地域のすべての国家は、い
かなる濃縮・再処理活動および他の機微の
燃料サイクル活動も自国領土内で行わない
とする検証可能な取り決めを長期にわたっ
て遵守していかなければならない。このよう
な誓約には、平和目的の核活動に必要とさ
れる燃料サイクル事業に対する信頼性のあ
る保証が伴わなければならない。エジプト、イ
ラン、イスラエルは、他の中東諸国と同様にＣ
ＴＢＴを批准しなければならない。

勧告１３
　インド・パキスタンは、ＣＴＢＴ締結までの
間、同条約を批准し、核兵器用核分裂性物
質の生産モラトリアムを宣言している他の核
兵器国と足並みをそろえなければならない。
両国は、軍事紛争の危険を軽減し、両国の
核・ミサイル活動における透明性を高めると
ともに、政治的、経済的、軍事的措置を介し
て二国間の緊張緩和を追求し信頼を醸成し
続けなければならない。最終的には、両国は
核供給国グループ（ＮＳＧ）やミサイル技術管
理レジーム（ＭＴＣＲ）の参加国、および１９９７
年追加議定書に基づきＩＡＥＡ保障措置協定
の締結国となるべきである。

核テロリズムの防止

勧告１４
　各国は、核兵器や核分裂性物質がテロリ
ストの手に渡らないようにしなければならな
い。このため各国は、自国領土に存在する、
すべての核分裂性物質や放射性物質の在
庫ならびにその他の放射線源に関する完全
かつ効果的な計量・管理を維持しなければ
ならない。各国は、核テロ行為又はテロを支
持する活動に対しても、個人の法的責任が
存在することを確実にしなければならない。
各国は、とりわけ不正な核取引に関する情報
を含む情報の共有を通じて協力を拡大しな
ければならない。また、各国は、核テロリズム
防止条約や核物質防護条約への普遍的加
盟ならびに国連安保理決議１５４０の履行を推
進すべきである。

現存する核兵器の脅威および数の削減

勧告１５
　すべての核保有国は、核兵器の第一不使

付録1：ＷＭＤＣからの勧告

核兵器
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用に関する明確な政策を宣言すべきであ
る。それらの国 は々、先制攻撃や予防攻撃は
もちろん、生物・化学・通常兵器による攻撃に
対する報復についてもこの方針が適用され
ることを具体的に明示しなければならない。

勧告１６
　すべての核保有国は、自国の軍事計画を
見直し、信頼性のある核に依存しない安全
保障政策を維持するためには何が必要かを
明らかにすべきである。潜水艦発射ミサイ
ル、地上発射大陸間弾道ミサイル、長距離
爆撃機搭載ミサイルからなる核戦力の三本
柱を配備する国は、余剰核の削減および核
軍拡競争の悪化防止のために、このような政
策を放棄しなければならない。

勧告１７
　ロシアと米国は、両者の核の一触即発警
戒態勢の解除に向けた相互措置に合意し、
目的達成を促進する合同委員会を設置す
べきである。両国は、大部分の戦略軍の作戦
準備態勢のの並行的な低減を管理下で実
施しつつ、核戦争計画からの警報即時発射
オプションの撤廃にとり組むべきである。以下
の方法がある。

・航海中の戦略潜水艦の数を削減する
とともに、停泊時における技術的な発射
即応性を低減する。
・核爆弾および空中発射巡航ミサイルを
関係する飛行場以外の場所に保管す
る。
・大部分の大陸間弾道ミサイルのノーズ
コーンおよび／または弾頭をミサイルと
別の場所に保管する、またはミサイルの
即応性を下げるために他の技術措置を
とる。

勧告１８
　ロシアと米国は戦略攻撃力削減条約（モ
スクワ条約）で認められた配備戦略兵器の
数を少なくとも半減することを狙った新しい
戦略兵器削減条約の交渉を開始すべきで
ある。これには戦略攻撃力削減条約の下で
削減された兵器を不可逆的に解体するとい
う法的拘束力のある誓約を含むべきである。
新しい条約には、透明性のある計数規定、
兵器解体の日程や手順、及び相互の検証
措置も盛り込むべきである。

勧告１９
　これからの軍縮努力の基準として、まずロ
シアと米国が、現役および退役状態にある
核兵器保有量の総量を公表し、他の核保有
国もそれに続くべきである。また、それらの
国 は々、核弾頭の透明性、不可逆性、検証、
及び物理的破壊に関連する具体的な条項
を将来の軍縮協定に盛り込むことに合意す
べきである。

勧告２０

　すべての核保有国は核兵器の継続的保
有の問題に対処しなければならない。すべ
てのＮＰＴ締約核兵器国は、ＮＰＴやその無
期限延長に関係した誓約によって要求され
る通り、核軍縮に向かう措置をとらなければ
ならない。ロシアと米国がこれを先導すべき
である。他の核保有国もこのプロセスに対し
て個 に々または調整しあってこの過程に加
わるべきである。イスラエル、インド、パキスタ
ンはＮＰＴ締約国ではないものの、同様に核
軍縮プロセスに貢献する責務がある。

勧告２１
　ロシアと米国は、爆破兵器、砲弾ならびに
短距離弾道ミサイルの弾頭といった特定種
の非戦略核兵器を撤廃する１９９１年の誓約
の実施を進めるべきである。両国は、最終的
な廃棄までのあいだ、すべての非戦略核兵
器を自国領土内の中央保管施設に回収す
ることに同意すべきである。また、両国は、検
証・透明性・不可逆性を保証する取り決めを
前進させることにより、１９９１年の一方的削減
に関する誓約の強化を図るべきである。

勧告２２
　すべての核保有国は、他国の領土内にい
かなる様式の核兵器も配備しないことを誓
約すべきである。

勧告２３
　核兵器システムの代替または近代化を検
討している国は、関連条約上のすべての義
務および核軍縮に貢献するという責務に照
らしてそのような行動を考えなければならな
い。最低限、新しい軍事能力もったり新たな
任務のための核兵器の開発は慎まなければ
ならない。核兵器と通常兵器の区別をあいま
いにしたり、核兵器のしきいを下げるようなシ
ステムや教義を採択してはならない。

勧告２４
　すべての核保有国、とりわけロシアと米国
は、軍事計画において不要となった核分裂
性物質をＩＡＥＡ保障措置下に置くべきであ
る。高濃縮ウランの貯蔵量削減を促進する
ために、それらを保有する国 は々、ウランを核
燃料に適した濃縮水準にまで調整して他の
ＮＰＴ締約国に売却するか自国の民生用の
核エネルギーとして活用すべきである。

勧告２５
　すべての核保有国は、軍事上の必要性を
超えると見なされたり、軍縮活動によって回
収された兵器用核分裂性物質の取り扱いに
関して厳格な基準をもうけなければならな
い。米国の保管兵器ならびに使用済み燃料
に対する基準は一例である。

勧告２６
　軍縮会議（ＣＤ）は、遅れている兵器用核
分裂性物質生産禁止条約（カットオフ条約）
の交渉を無条件で即時に開始すべきであ

る。これらの交渉前に、あるいは少なくとも交
渉中に、ＣＤは条約の技術的側面を吟味す
るために科学専門家グループを設立すべき
である。

勧告２７
　ＣＤにおけるカットオフ条約交渉を円滑に
するため、５ＮＰＴ締約核兵器国は、他の核保
有国も加えて、相互の間で兵器用核分裂性
物質の生産停止の合意をすべきである。そ
れらの国は、ユーラトムのフランスや英国に
おける活動を基に、各国の生産施設をＩＡＥ
Ａの査察に開放すべきである。これら８カ国
は、核兵器に使用可能な核物質の既存の貯
蔵量を検証可能な形で制限する問題にも対
処していかなければならない。

勧告２８
　まだ済ましていない国 は々、無条件かつ
遅滞なく包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）に
調印、批准しなければならない。未批准の米
国は、米国の批准が必要とされるその他の
国の批准を誘い条約発効への一歩になる
であろうことを認識し、その立場を見直し条
約の批准に進むべきである。条約発効まで、
すべての核保有国は引き続き核実験を慎む
べきである。また、２００７年のＣＴＢＴ調印国会
議は条約の暫定発効の可能性を検討すべ
きである。

勧告２９
　すべての調印国は、国際監視制度（ＩＭ
Ｓ）、国際データセンター（ＩＤＣ）、事務局を含
めた検証体制の継続的な発展と運営に対し
て、資金面、政治面、技術面での支援を提供
すべきである。これにより、包括的核実験禁
止条約機関（ＣＴＢＴＯ）を、条約発効の際に、
条約遵守状況の監視・検証を即座に開始で
きる態勢に置くことが可能となる。調印国は
それぞれの施設を整備し、いかなる状況に
おいてもデータ送付を継続することを誓約し
なければならない。

核兵器の規制から非合法化へ

勧告３０
　すべての核保有国は、非核の安全保障に
向けた計画策定に着手すべきである。それ
らの国 は々、核軍縮における定義や基準、透
明性に関する要求などを含む、実際的かつ
漸進的な共同措置を通じて、核兵器の非合
法化に備え始めるべきである。

（訳：田中博崇、ピースデポ）
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くともさらに半減するような削減交渉を米ロに勧告してい
る。この要求の背後には、米ロの戦略兵器の数を１０００以下
にすることによって、米ロ以外の核保有国も含めた５か国
が、共通の核軍縮交渉のテーブルにつくことができるとい
う、過去に出された議論が念頭にあると考えられる。
　日本政府は、毎年国連総会に提出してきた核軍縮決議
において「戦略攻撃力削減条約を超えた削減」あるいは
「戦略攻撃兵器の大幅な削減」という表現で米ロのいっそ
うの核弾頭の削減を求めてきた。報告書の勧告はその内
容をいっそう明確に示したものであり、２００６年からの日本
決議には勧告１８の内容が盛り込まれるべきであろう。
　「まずロシアと米国が、現役および退役状態にある核兵
器保有量の総量を公表し、他の核保有国もそれに続くべき
である」という勧告１９は、勧告２７に述べられている兵器用
核分裂物質の現在量の検証問題とともに、軍縮の基本線
を引く上で極めて重要な課題である。

◆新型核兵器禁止への現実的対応
　米国の核兵器研究所が核兵器の開発・設計に必要なイ
ンフラの維持と発展を狙っていること、また新型核兵器の
研究・開発の動きがこれと密接に関係していること、を本誌
では指摘してきた。これらの点に関する報告書の記述は、
強力地中貫通型核兵器（ＲＮＥＰ）や先端概念核兵器（化
学・生物剤破壊兵器（ＡＤＷ）など）の研究・開発費をカット
してきた米国議会勢力を側面支援するスタンスを感じさせ
るものになっている。おそらく、ペリー元国防長官の意見が
反映していると想像される。
　その立場は、「ＮＰＴの核兵器国は、新しい軍事能力を
もった核兵器や、少なくとも新しい任務をもった核兵器を開
発しない義務を負っている」「核兵器に関する研究が継続
するとしても、安全と保安のための変更に限定すべきであ
るし、そうであることを立証すべきである」という言葉に現れ
ている。このような現実的判断のもとに、報告書の勧告２３は
次のように書いている。「核兵器システムの代替または近代
化を検討している国は、関連条約上のすべての義務およ
び核軍縮に貢献するという責務に照らしてそのような行動
を考えなければならない。最低限、新しい軍事能力を持っ
たり新たな任務のための核兵器の開発は慎まなければな
らない。」
　この観点から考えると憂慮される米国の信頼性代替弾
頭（ＲＲＷ）計画は、厳密な監視と公開性の下で進行しなけ
ればならないことになる。私たちＮＧＯとしては、この点に関
して安心感が得られない以上、計画自体に反対せざるを
えない。

◆ＣＴＢＴとＦＭＣＴ
　ＣＴＢＴに関して、報告書は発効への行き詰まりに新しい
打開策が盛られている訳ではないが、強い調子で発言し
ている。特に米国を名指しして「未批准の米国は、その立
場を見直し、条約の批准に進むべきである」（勧告２８）と述
べていることは注目に値する。ブッシュ政権の立場への明
確な対決姿勢を隠していないと言える。これはペリー元国
防長官の立場でもあるだろう。
　これに比較して、兵器用核分裂性物質生産禁止条約

（カットオフ条約、ＦＭＣＴ）に関しては、報告書はブッシュ政
権の立場との接点を保つことを考慮していると考えられ
る。ＦＭＣＴに関する現在の関心事は検証問題と既存の貯
蔵物質の扱いに関する問題であるが、この点に関しては
本誌前号を参照していただきたい。委員会は検証を伴うＦ
ＭＣＴを支持し、また既存の兵器用核物質についても、可
能な制限の道を探ろうとしている。その意味では、私たち
ＮＧＯと立場を共有していると言えるであろう。
　しかし、報告書の勧告は次のように述べて、ＣＤがともか
くも交渉に入ることを重視する立場をとっているように見え
る。「軍縮会議（ＣＤ）は、遅れている兵器用核分裂性物質
生産禁止条約（カットオフ条約）の交渉を無条件で即時に
開始すべきである」（勧告２６）と延べ、検証問題は科学者
グループの議論の中から解決することを目指している。す
なわち「交渉前に、あるいは少なくとも交渉中に、ＣＤは条約
の技術的側面を吟味するために科学専門家グループを
設立すべきである」と勧告した（勧告２６）。
　また、既存核物質に関しては「既存の貯蔵量を検証可
能な形で制限する問題にも対処していかなければならな
い」と、透明性と制限の両方に関して要求を行っている
（勧告２７）。
　その他にも、注目したい勧告があるが、紙幅の関係で
日本が問われている根本的な問題を議論しておきたい。

問われる日本の道義性
　政府がイニシャチブをとって専門家委員会を組織し、核
軍縮に関する提言を行った例は、冷戦後今回のブリックス
委員会が３回目である。いずれも、本誌が１９９５年に創刊さ
れて以後のことであり、本誌はその都度関心をもってフォ
ローした。
　１回目はキャンベラ委員会（９５～９６年）であり、オーストラ
リア政府がイニシャチブをとった。報告書１９９６年８月に出
された。第２回目は東京フォーラム（９８～９９年）であり、日本
政府がイニシャチブをとった。報告書「核の危機に直面し
て」は１９９９年７月に出された。東京フォーラムについては、
本誌は第１００号記念特集号でとりあげ、内外の専門家から
論評の寄稿を受けた。そして、３回目としてブリックス委員
会が、スウェーデン政府のイニシャチブによって活動した
のである。
　３つの報告書を比較して、残念ながら東京フォーラムが
もっとも「弱い」という印象を禁じ得ない。どの報告書も威勢
の良い言葉を吐くことを目指していない。むしろ逆であり、
現実的な提言を行うという方針で臨んでいる。にもかかわ
らず、東京フォーラムは「核兵器を憎む気持ち」が弱く、核
兵器廃絶の目標と現実的提言との間にある緊張感が希
薄なのである。「廃絶の理想」ににじり寄るぎりぎりの努力を
する前に「現実への妥協」を急ぐ感じが、つきまとう。
　この状況は、日本が「核の傘」依存から脱することので
きないことと、間違いなく密接につながっている。
　ブリックス報告書は、今後の国連総会日本決議やＮＰＴ
に臨む日本の政策を検証するのに極めて有用な基本文
献になるものと思われる。（梅林宏道）

⇒３ページから

●Ｍ
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米軍基地返還とその拒否

　在韓米軍再編に伴って、韓国では３２の軍事施設が米軍
から返還されることになっている。２００６年６月７日の『スター
ズ・アンド・ストライプス』紙によれば、２００２年３月２９日の連
合土地管理計画（LPP：Land Partnership Plan）協定
の署名以来、米軍は軍事施設を返還しようと試みている
が、２００６年５月末現在、韓国政府はそのうちの２５の軍事施
設（約１１,０００エーカー）の返還を拒んでいるという。
　返還に際して米軍がどの程度の汚染除去を実施するの
かについては、米軍と韓国環境部との間で協議が１年半ほ
ど進められてきた。韓国環境部は、韓国内の土壌環境保全
法の基準に従った汚染除去を要求している。しかし米軍が
この要求を拒み深刻に汚染された軍事施設を返還しようと
しているため、韓国政府は返還を認めていない。
　このような韓国政府の姿勢を米国は批判している。韓米
地位協定４条１項では、日米地位協定４条１項と同じく、軍事
施設返還に際して、米軍には汚染除去義務がない旨と汚
染除去に要した費用を補償する義務がない旨とが記され
ている（資料１）。２０００年７月に生じたヨンサン米軍基地から
のホルムアルデヒド大量投棄事件をきっかけとして、２００１
年１月１８日に韓米政府間で締結された「環境保護に関す
る特別協定覚書」（資料２）、及び覚書の内容をより具体化
した２００２年１月１９日の「環境に関する情報交換とアクセス
手続き」で、米軍の活動に対して韓国で初めて環境面から
の制限が加えられることになった１。１９６４年の韓米地位協
定締結以来、何ら環境面からの制限がなかったことを考え
ると、大きな前進である。しかし、韓米地位協定と同等の効
果を有すると解釈されているこれらの文書は、米軍が除去

するとしても「人間の健康や安全に緊急かつ実質的な危
険をもたらす汚染」に対象を限定している。２００６年６月２５日
の『スターズ・アンド・ストライプス』紙によれば、返還される
全ての基地での地下燃料タンクの除去と５つの基地での
地下水面の汚染除去とを行うことによって緊急かつ実質的
な危険をなくしたにもかかわらず、韓米地位協定や特別措
置の内容を超えた基準を韓国政府が要求していると米軍
は主張している。
　韓国政府、米軍がそれぞれの主張を譲らず、対立が続
いている。

判明した基地汚染の状況

　在韓米軍基地の詳細な汚染状況を記した報告書をハン
ギョレ新聞が手に入れ、２００６年２月８日に報告書の内容の
一部を発表した２。ハンギョレ新聞によれば、２００５年１０月４日
に韓国環境部が作成したこの報告書には、キャンプ・オー
ウェン、キャンプ・スタントン、キャンプ・エドワードなどの在
韓米軍基地で危険な水準での土壌・水質汚染が生じてい
ることが記されているという。キャンプ・パジェでは、ベンゼ
ンをはじめとする石油精製品に含まれる主要４化学物質の
土壌中含有量が、韓国の環境基準の５倍超の水準で検出
されたという。
　基地汚染の状況を知りたいという要求の高まりにもかか
わらず、韓国政府や米軍は、報告書の内容を国民や国会
に公表するのを拒否し続けている。これに対して、グリー
ン・コリアをはじめとする市民団体は、返還される基地の汚
染データの公表を求めて、韓国環境部を相手取って２００６
年６月に提訴した。
　米軍が基地返還に際して発表した汚染除去計画では、
具体的な汚染状況がまったく記されていない。しかも、存在
するにもかかわらず、汚染状況が記された報告書は公表さ
れない。返還された土地が深刻に汚染されていた場合、
人 の々健康や跡地利用に悪影響を与える。そのような重大
な情報が秘匿されたまま、基地返還だけ進められることに
韓国国民は大きな懸念を抱いている。

立ち入り調査の重要性

　２００３年５月３０日に、韓国政府と米軍は、日米間には存在
しない画期的な内容を含んだ合意書（「環境に関する情報
交換とアクセス手続き」付属書Ａ）に署名をしている（資料
３）。同合意書では、①韓米地位協定の環境分科委員会の
両側委員長が許可すれば、米軍から軍事基地を返還され
る以前に、関連施設に関して環境汚染共同調査が実施で
きること、②汚染発見の際には、米軍が返還前に自らの費
用で汚染を除去しなければならないことが定められた。環
境汚染共同調査と汚染除去に関する協議をするために環
境共同調査チーム（ＥＪＷＧ：Environmental Joint Working
Group）が構成され、汚染の調査、除去の範囲に関する協
議、除去措置の実施に当たることになっている。
　このような先駆的な取り決めがなされているにもかかわ
らず、今回のような状況に陥る原因は、米軍基地内への立
ち入り調査が環境分科委員会の両側委員長によって事実

在韓米軍基地

汚染除去めぐる
米韓の確執
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【１】
韓米地位協定第４条
施設及び区域－施設の返還

1．米国政府は、本協定の終結日またはより
早期の日に大韓民国政府へ施設及び区域
を返還する際、施設及び区域を米軍が利用
可能になった当時の状態に原状回復する義
務も負わないし、そのような原状回復のため
に大韓民国政府に補償する義務も負わな
い。
2．大韓民国政府は、本協定の終結またはよ
り早期の施設及び区域の返還に際して、施
設及び区域、またはそこに残された建造物
および構築物になされたいかなる改善に対
しても、米国政府にいかなる補償をする義務
も負わない。
3．上記の条項は、米国政府が大韓民国政
府と結んだ特別協定の下で行ういかなる建
設に対しても適用されないものとする。
　　　　　　（訳：林公則、ピースデポ）

【２】
環境保護に関する
特別協定覚書（抜粋）

２００１年１月１８日
大韓民国・アメリカ合衆国締結

韓国・米国在韓米軍地位協定第３条の合意
議事録第２項に基づき、

１９５３年の相互防衛条約、大韓民国と米国と
の間の駐韓米軍基地協定（ＳＯＦＡ）により、
駐韓米軍に供与した施設及び区域、および
そのような施設及び区域に隣接している地
域社会への汚染防止を含め、環境保護の重
要性を認識し、

大韓民国政府と米国政府は、お互いの政策
に相応しく、環境管理基準と情報交換及び
アクセス、環境実績、環境協議に関し、以下
の協定事項に合意する。

＜環境実績＞
　大韓民国政府と米国政府は、駐韓米軍の
施設や区域、およびそのような施設や区域に
隣接した地域社会で環境汚染により惹起さ
れるいかなる危険についても協議する。米国
は、以下の方針を確認する。環境への悪影
響を最小化するために、駐韓米軍の活動が
及ぼす環境的側面を調査・確認・評価する
環境実績定期評価を実行すること；これらの
要求にしたがって、計画を立て、プログラム
を作り、予算を確保すること；駐韓米軍により
生じる、人間健康への既知の、緊急かつ実
質的な危険をもたらす汚染を迅速に解決す
ること；人間健康を保障するのに必要な追加
的救済措置を検討することである。大韓民
国政府は、駐韓米軍の施設及び区域の外部
における原因により起こった、人間健康への
既知の、緊急かつ実質的な危険をもたらす
汚染に対応するため、関係法令に基づいた
適切な措置をとる方針を確認する。

（訳：ピースデポ）

【３】
「環境に関する情報交換とアクセス手続き」
付属書Ａ（抜粋）

２００３年５月３０日　
大韓民国・アメリカ合衆国署名

３．運用と用語の定義：
ａ．相互協定によって適用免除されない限り、
施設及び区域の譲渡・返還に際して環境調
査が行われるだろう。環境調査が適用免除
される施設及び区域の譲渡・返還を決定す
るために、韓米地位協定の環境分科委員会
の両側委員長は、（連合土地管理計画協定
の下で個別に譲渡・返還される場合には連
合土地管理計画特別分科委員会と協力す
るのと同様に）韓米地位協定施設及び区域
分科委員会と協力して、計画された施設及
び区域の譲渡・返還に関して定期的に協議
するだろう。

６．施設及び区域の汚染除去と譲渡：
ａ．汚染除去は、上記の協議を十分考慮した
うえで、米国によって施設及び区域が返還さ
れる際には米国の費用で、大韓民国によっ
て施設及び区域が譲渡される場合には大
韓民国の費用で、韓米地位協定と関連協定
に従って計画され実行されるだろう。米国と
大韓民国は、米国と大韓民国の汚染除去努
力に関して環境共同調査チームを通じて協
議するだろう。

（訳：林公則、ピースデポ）

米軍基地の環境問題に
関する米韓合意

上認められず、基地汚染の状況を国民や基地周辺住民が
把握できないからである。「環境情報の共有及びアクセス
の手続き」で「人間の健康や安全に緊急かつ実質的な危
険をもたらす汚染」の場合には、韓米の環境汚染共同調査
が可能であるとされているが、環境汚染共同調査を実施
するためには、韓米両側委員長の合意が必要である。すな
わち、米側が環境汚染共同調査をする必要がないと判断
すれば、韓国側は基地汚染の状況を把握する手段を失う。
　「環境に関する情報交換とアクセス手続き」付属書Ａが
画期的な内容を含んでいたとしても、その条文に返還後に
発見された汚染除去についての記述がないため、返還以
前に汚染が発見されなければ米軍は汚染除去の義務を
免れるだろう。すなわち、返還後に汚染が発見された場合
には、それは韓米地位協定に従って韓国政府が汚染除去
をすることになる。付属書Ａの内容を生かすためには、返還
前の立ち入り調査を実質的なものとすることが必要不可欠
である。

日本への教訓

　在日米軍再編に伴って、沖縄では嘉手納以南の５つの
米軍基地が返還されるが、そこでも在韓米軍基地と同様に

深刻な基地汚染が発生しているだろう。にもかかわらず、
日本では韓国で起こっているほどの動きは見られない。
　日本の場合、米軍基地への立ち入り調査が事実上不可
能である上に、韓国とは異なり米軍基地汚染の除去費用を
日本政府が完全に負担することになっている。そのため米
軍は汚染の発生を抑制しようとはしない。返還地の汚染は
深刻化し、健康被害、跡地利用の遅れによる経済的な被害
を地権者や周辺住民が被っている３。このような状況を脱す
るためには、韓国のように汚染除去の義務を米軍に課した
上で、実質的な立ち入り調査を実現する必要がある。

　　（林　公則）

注
１．二つの文書の全文については、『環境と公害』第32巻第1号
の尹堯王論文を参照。
２．０６年２月８日（www.hani.co.kr/arti/society/environment/
100685.html）ただしハングル。英語の関連記事は、０６年２月９
日（english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_editorial/
100994.html）。
３．『環境と公害』第36巻第2号（2006年10月発刊予定）の林公則
論文を参照。

資料

●Ｍ
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　６月２１日、学士会館分館７号室。
　「世界平和アピール七人委員会」のメンバー
は、当日の朝、首相官邸に提出した小泉純一
郎内閣総理大臣あての要望書について記者
会見を行った。メディア側からはテレビ局を含
む中央の３社と地方紙の記者、合計６名が出席
した。
　要望書の内容は、３月に発表された米国とイ
ンドの原子力協力推進のための共同声明に関
し、日米首脳会談の席上、日本もそれに賛同す
るよう米国から要請があるとの報道に対しての
ものであった。
　「（前略）米印間の原子力協力の内容そのも
のについてもいくつかの疑義が出されておりま
すが、ここではそれには触れません。私たちが
問題にするのは、インドが核不拡散条約（ＮＰ
Ｔ）の発足当初から不平等を理由にしてこれに
加盟せず、国際世論を無視して核兵器実験を
おこない、公然と第六の核兵器保有国になった
事実です。
　これは、加盟した世界の１８８カ国に対し、忠実
に条約の遵守を求めているＮＰＴ体制に対する
明白な挑発行為です。それにもかかわらず、Ｎ
ＰＴ加盟国である米国が、インドを対中・対イス
ラムの同盟国とみなし、有力な原子力市場であ
るともみなして、インドに対してＮＰＴへの加盟を
促すのでなく、核兵器保有国であることを黙認
したことは、結果としてＮＰＴの基本的理念に違
反する行為といわざるを得ません。そしてこれ
は、イランや北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和
国）の核開発に口実を与えることにもつながり
かねません。
　被爆国である日本の政府が事あるごとに核
兵器の廃絶と不拡散を求めてきたことは私たち
もよく承知しています。また例年、日本政府は、
国連総会に対して『核兵器完全廃棄への道
程』決議を提案し、ＮＰＴ体制の強化を訴え続け

て多くの国々の賛同も得ています。
　総理は、こうした日本政府の努力に対して国
民が大いなる期待を抱いていることを重く受け
止められ、たとえ賛同の要請があっても受け入
れることなく、米国とインドの原子力協力は、イン
ドのＮＰＴと包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）へ
の参加を前提条件とするよう、友好国として米
国政府に強く働きかけることを要望致します」。
　要望書の発表後、各委員からその狙いや意
義について補足的な意見が述べられた。筆者
は「９８年５月にインドが核実験を強行した際、米
国は経済制裁を発動し、日本もこれに同調した
経緯がある。ところが以後の国際情勢の変化を
理由に米国による制裁は解除され、日本もまた
追随したが、本来ならばこの時にインドのＮＰＴ
加盟を前提条件にすべきであった」旨、付言し
た。
　進行役の委員が記者たちに質問があれば
何なりと、と呼びかけたが反応はなかった。そこ
で別の委員が「ついでまでにお聞きしたいが、
ＮＰＴの現状に照らして、米国の最近の対応を
メディアはどう捉えているのか」と逆質問を試み
た。記者たちはどこか苦笑まじりに互いの顔を
見合わせた。恐らくこうした場としては、思いが
けない問いかけにとまどったのであろう。
　結局、この件を報道したのは被爆地の長崎
新聞のみであった。当日参加しなかった社は、
日頃は外信としてＮＰＴ体制の危機を流しはし
ても、この種の具体的な事例については格別の
関心を寄せなかったのに違いない。取材して
欲しいから言うのではなく、本当はこの米印合
意と、米国がそれに対する日本の支持を求め
ることこそ、ＮＰＴ体制の根幹にかかわる問題で
あるはずなのだが・・・。
　幸い、６月２７日付の報道によると、小泉首相も
反対とは言わないまでも、米印合意を支持する
ことはしない姿勢を固めたという。

特特特特特別別別別別連連連連連載載載載載エエエエエッッッッッセセセセセーーーーー●●●●●1111111111
つちやま　ひでお
１９２５年、長崎市生まれ。長崎で入市被爆。病理学、８８年～９２年長崎大学
長。過去２回開かれた核兵器廃絶地球市民集会ナガサキの実行委員長。

米
印
合
意

「
小
泉
首
相
へ
の
要
望
書
」
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次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。

田巻一彦（ピースデポ）、中村桂子（ピースデポ）、山口響
（ピースデポ）、大澤一枝、田中博崇、津留佐和子、中村和
子、華房孝年、林公則、梅林宏道

宛名ラベルメッセージについて
●会員番号（６桁）：会員の方に付いています。●「（定）」：会
員以外の定期購読者の方。●「今号で誌代切れ、継続願いま
す。」「誌代切れ、継続願います。」：入会または定期購読の更
新をお願いします。●メッセージなし：贈呈いたしますが、入
会を歓迎します。

ピースデポの会員になって下さい。
会費には、『モニター』の購読料が含まれています。会員には、会の情報を伝える『会報』が郵送されるほか、書籍購入、情報等の
利用の際に優遇されます。『モニター』は、紙版（郵送）か電子版（メール配信）のどちらかを選択できます。料金体系は変わりませ
ん。詳しくは、ウェブサイトの入会案内のページをご覧ください。（会員種別、会費等については、お気軽にお問い合わせ下さい。）

ピースデポ電子メールアドレス：事務局＜office@peacedepot.org＞梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞
田巻一彦＜QZT04441@nifty.com＞中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞山口響＜hibikiy1976@yahoo.co.jp＞

今号の略語
ＡＤＷ＝化学・生物剤破壊兵器
ＣＤ＝ジュネーブ軍縮会議
ＣＴＢＴ＝包括的核実験禁止条約
ＦＭＣＴ＝兵器用核分裂性物質生産
禁止条約（カットオフ条約）

ＬＰＰ＝連合土地管理計画
ＮＰＴ＝核不拡散条約
ＲＮＥＰ＝強力地中貫通型核兵器
ＲＲＷ＝信頼性代替弾頭
ＵＮＭＯＶＩＣ＝国連監視検証査察委

員会（通称：イラク査察団）
ＷＭＤ＝大量破壊兵器
ＷＭＤＣ＝大量破壊兵器委員会（また
はブリックス委員会）

日  誌
２００６.６．２１～７．５

作成：中村桂子、林公則

ＥＵ＝欧州連合／ＭＤＡ＝米ミサイル防衛
庁／ＳＭ３＝スタンダードミサイル３／ＳＴＡ
ＲＴ＝戦略兵器削減条約

書：秦莞二郎

●６月２１日　「世界平和アピール７人委員会」、米
印原子力技術協力に対し、日本政府が賛同しな
いよう求める首相あての要望書を官邸に提出。
●６月２１日　米国、ミサイル発射の動きと関連し、
対話を通じた問題解決を持ちかけた北朝鮮国連
代表部の韓成烈次席大使からの提案を拒否。
●６月２１日　米ＥＵ首脳会議、イラン核問題を含
む幅広い分野での協力強化をうたった「ウィーン
宣言」を発表。
●６月２１日　中国の温家宝首相、南ア・ムベキ大
統領とケープタウンで会談。核の平和利用等に関
する１３の協定に調印。
●６月２２日　米ＭＤＡ、ハワイ沖でのＳＭ３迎撃実
験に成功と発表。実験には海自イージス艦「きりし
ま」が初参加。
●６月２２日　米上院本会議、ブッシュ政権に対北
朝鮮政策の見直しを求める０７会計年度国防権限
法案の修正条項を可決。
●６月２２日　「弾道ミサイルの拡散に立ち向かう
ためのハーグ行動規範」（ＨＣＯＣ）の年次総会が
ウィーンで開幕（～２３日）。
●６月２２日　米軍、外務省に対し、米軍再編の日

米合意に基づき、米軍嘉手納基地へパトリオット２
４基を配備すると通知。
●６月２３日　移動式早期警戒レーダー「Ｘバンド
レーダー」がつがる市の空自車力分屯基地の暫
定的展開地に搬入。
●６月２３日　麻生外相とシーファー駐日米大使、
ＳＭ３共同開発に関する交換公文を締結。
●６月２３日　「世界平和フォーラム」、カナダのバ
ンクーバーで開幕（～２８日）。
●６月２７日　米下院外交委員会、米印原子力協
力を可能にする「米インド核協力促進法案」を賛
成多数で可決、本会議に送付。
●６月２７日　プーチン・ロ大統領、０９年に失効す
るＳＴＡＲＴ１に代わる新条約の交渉を米ロ間で始
めるよう提案。
●６月２９日　ホワイトハウスで日米首脳会談。地
球的規模で協力する「２１世紀の新しい日米同
盟」を宣言。
●６月２９日　日米合同委員会、「在日米軍再編総
括部会」を新設することを決定。
●６月２９日　日米合同委、「Ｘバンドレーダー」展
開のため、車力分屯基地の土地約７万２千平方
メートルを追加提供することで合意。
●６月２９日　モスクワで開かれたＧ８外相会合、
北朝鮮へのミサイル発射実験中止要求など含む
議長声明を採択し終了。
●７月１日　空母キティホーク、イージス巡洋艦「カ
ウペンス」とともに、北海道の小樽港に入港。５日、
出港。
●７月５日　政府、北朝鮮が弾道ミサイル６発を発
射し、「ロシア沿海州南方の日本海」に落下したと
発表。１発は「テポドン２号」と確認される。
●７月５日　政府、特定船舶入港禁止特別措置
法を適用し、北朝鮮の貨客船「万景峰９２」の入港

を半年間禁止する経済制裁の発動を決定。
●７月５日　国連安保理、日本の要請に基づい
て、北朝鮮のミサイル発射に関する緊急の非公
式協議を開催。

沖縄
●６月２３日　沖縄全戦没者追悼式を開催。約４５
００人が参加。
●６月２６日　外務省沖縄事務所副所長が、パトリ
オット配備をやむを得ないものと発言。
●６月２８日　嘉手納基地周辺の三市町連絡協議
会、パトリオット配備に反対を表明。
●６月２９日　稲嶺知事が勇退表明。

今今今今今こここここそそそそそ、、、、、東東東東東北北北北北アアアアアジジジジジアアアアア非非非非非核核核核核兵兵兵兵兵器器器器器地地地地地帯帯帯帯帯ののののの設設設設設立立立立立ををををを！！！！！
国際
オンライン
署名

６６６６６かかかかか国国国国国協協協協協議議議議議参参参参参加加加加加国国国国国（（（（（大大大大大韓韓韓韓韓民民民民民国国国国国、、、、、朝朝朝朝朝鮮鮮鮮鮮鮮民民民民民主主主主主主主主主主義義義義義人人人人人民民民民民共共共共共和和和和和国国国国国、、、、、日日日日日本本本本本、、、、、
中中中中中華華華華華人人人人人民民民民民共共共共共和和和和和国国国国国、、、、、ロロロロロシシシシシアアアアア連連連連連邦邦邦邦邦、、、、、アアアアアメメメメメリリリリリカカカカカ合合合合合衆衆衆衆衆国国国国国）））））政政政政政府府府府府ののののの皆皆皆皆皆様様様様様、、、、、

　６０年以上も続く核兵器の脅威に苦しんできた東北アジア地域の平和と安定を確固た
るものにする一つの手段として、私たちは東北アジア非核兵器地帯の設立を求めます。
　南半球の陸地のほぼ全てと海洋の３分の２はすでに非核兵器地帯になっています。　

　今こそ勇気を持って行動し、東北アジア非核兵器地帯の設立によっ
て非核兵器地帯を北半球へと拡大すべきときです。

下のサイト上で、今すぐ署名してください。署名の集約は、必要に
応じて行います。
   www.petitiononline.com/neanwfz2/petition.html
韓国語、英語版のサイトは以下の通り。
英語：www.petitiononline.com/neanwfz1/petition.html
韓国語：www.peacekorea.org/main/board/view.php?id=webzine&no=67

要
請
文（
一
部
）

呼びかけ
○ＮＰＯ法人ピースデポ　 　
○平和ネットワーク（韓国）
○太平洋軍備撤廃運動
　　　　　（ＰＣＤＳ、カナダ）

今すぐ、署名を！


